
令和８年度 休日窓口開設日 

 

開設日 第２日曜日 第４日曜日 開設時間 

４月 １２日 ２６日 

午前８時３０分から正午まで 

５月 １０日 ２４日 

６月 １４日 ２８日 

７月 １２日 ２６日 

８月  ９日 ２３日 

９月 １３日 ２７日 

１０月 １１日 ２５日 

１１月  ８日   ２２日※ 

１２月 １３日 ２７日 

１月 １０日 ２４日 

２月 １４日 ２８日 

３月 １４日 － 

 

※１１月２２日はマイナンバー関連の手続きはできませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

臨時休日窓口開設日時 

開設年月日 曜日 開設時間 

令和 ８年 ４月 ５日 

日曜日 午前８時３０分から午後５時まで 令和 ９年 ３月２８日 

令和 ９年 ４月 ４日 

 

※臨時窓口ではマイナンバーカード関連の処理等も行いますが、１６時３０分を過ぎると

システム接続が処理途中で中断されることによりカード自体を破損する恐れが生じるた

め、カード処理等ができなくなります。時間に余裕を持ってご来庁ください。 

 
３月・４月は、転勤などに伴う住民異動が多い時期のため、 
 
つぎのとおり休日窓口を臨時開設いたします。 

 


